
第１ 章

計画策定に当たっ て

　 本章では、 本計画の概要と し て、 計画策定の趣旨や計画の位置付け、 計画期間を 示すと と も に、

本計画の根拠法である障害者総合支援法 * 及び児童福祉法の動向について整理し ています。

　 また、 本市の人口、 世帯を はじ め、 障害者手帳所持者数や障害支援区分認定者数の推移を まと

めると と も に、 アン ケート 調査結果等から みる障害福祉サービス * 等の利用ニーズや第６ 期障害

福祉計画・ 第２ 期障害児福祉計画に掲げた成果目標の達成状況及び障害福祉サービス * 等の量の

見込みに対する 実績値の比較等、 本計画期間における 成果目標及び量の見込み等を 設定する に

あたっ ての根拠と なる基礎的データ を 示し ています。



令和
３ 年度

令和
４ 年度

令和
５ 年度

令和
６ 年度

令和
７ 年度

令和
８ 年度

長野市障害福祉計画

長野市障害育児福祉計画

（ 長野市障害者基本計画）

第６ 期・ 第２ 期
令和３ 年度～令和５ 年度

令和３ 年度～令和８ 年度

第７ 期・ 第３ 期
令和６ 年度～令和８ 年度

　 　  計画の概要

（ 1 ） 計画策定の趣旨

本市では、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（ 以下「 障害

者総合支援法*」 と いう 。 ） に基づき 、 障害福祉サービス*、 相談支援及び地域生活支援事

業の提供体制の確保に係る目標、 必要なサービス量の見込み及びその確保方策について、

障害福祉計画を 策定し 、 障害福祉サービス*等の円滑な提供を 図っ てき まし た。 こ の度、

令和３ 年度から 令和５ 年度までを 期間と する 「 第６ 期障害福祉計画」 及び「 第２ 期障害

児福祉計画」 の期間が満了を 迎えたこ と から 、 障害福祉サービス*や児童福祉法に基づく

サービス等の目標値や見込み量を設定し た「 第７ 期障害福祉計画」 及び「 第３ 期障害児福

祉計画」 を一体的に策定するも のです。

（ ２ ） 計画の位置付け

○「 第７ 期障害福祉計画」 は、 障害者総合支援法*第8 8 条に基づく 「 市町村障害福祉計画」

とし て位置付けます。

○「 第３ 期障害児福祉計画」 は、 児童福祉法第33条の20に基づく 「 市町村障害児福祉計画」

とし て位置付けます。

（ ３ ） 計画期間

令和６ 年度から 令和８ 年度までの３ 年間と し ます。

ただし 、 社会情勢の変化等や国の施策の変更等を踏まえ、 見直し の必要がある場合は、

柔軟に対応し ます。
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　 　  計画の基本的な方向

（ 1 ） 障害者等の自己決定の尊重と 意思決定の支援

共生社会を 実現するため、 障害者*及び障害児*（ 以下「 障害者等」 と いう 。 ） の自己決

定を 尊重し 、 その意思決定の支援に配慮すると と も に、 必要と する 障害福祉サービ ス*等

の支援を受けつつ、 障害者等の自立と 社会参加の実現を図っ ていく ため、 障害福祉サービ

ス*等の提供体制の整備を進めます。

（ ２ ） 身近な実施主体と 障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの充実

障害者等（ 身体・ 知的・ 精神・ 難病*患者） が身近な地域で必要な障害福祉サービス*を

受ける こ と ができ る よ う 、 市が実施主体と なっ て、 国・ 県の支援を 受けつつ、 引き 続き

障害福祉サービス*の充実を図り ます。

ま た 、 従来から 精神障害者に含ま れて いる 発達障害者*及び高次脳機能障害者等に

ついても 、 引き 続き 障害者総合支援法*に基づく 給付対象と なっ ている旨の周知を 図る と

と も に、 必要な情報提供を行う など、 障害福祉サービス*の活用を促進し ます。

（ ３ ） 地域生活への移行と 継続の支援、就労等の課題に対応したサービス提供

　 　  体制の整備

障害者等の生活を 地域全体で支えるシステムを整備するため、 地域生活支援の拠点づく

り や、 Ｎ Ｐ Ｏ 等によ る イ ン フ ォ ーマルサービ スの提供など、 地域の社会資源を 最大限に

活用し 、 入所施設や精神科病院等から の地域生活への移行・ 継続の支援及び就労等の課題

に対応し たサービス提供体制を整えます。

また、 精神科病院の長期入院患者の地域生活への移行を 進める にあたっ ては、 病院や

障害福祉サービ ス*事業所によ る 努力だけでは限界があり 、 地域における 医療・ 福祉の

一体的な取組の推進が必要です。 精神障害者が、 地域で安心し て自分ら し く 生活ができ る

よう 、 精神障害者にも 対応し た地域包括ケアの構築を進めると 共に、 差別や偏見のない、

あら ゆる人が共生できる包摂的（ インク ルーシブ）な社会の実現に向けた取組を推進し ます。

なお、 今後、 障害者の重度化・ 高齢化や「 親亡き 後」 を 見据えて、 地域での生活を自分

ら し く 安心し て送れるよう 、 中長期的な視点に立ち各種支援策を継続し ます。
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（ 4 ） 地域共生社会の実現に向けた取組の推進

すべての人々が地域、 暮ら し 、 生き がいを 共に創り 、 高め合う こ と のでき る地域共生社

会の実現に向けて、 地域住民が「 支え手」 と 「 受け手」 に分かれる のではなく 、 「 我が

事」 と し て主体的に地域づく り に取り 組むための仕組みづく り や、 制度の縦割り を超えた

柔軟な公的サービスを提供すると と も に、 地理的条件や地域資源の実態を踏まえながら 、

包括的な支援体制の構築に取り 組みます。

（ 5 ） 障害児*の健やかな育成のための発達支援

障害の疑いがある段階から 身近な地域で支援が受けら れるよう 、 障害種別にかかわら ず、

障害の特性に応じ た質の高い専門的な支援が提供さ れる体制の構築を図り ます。

また、 障害児のラ イ フ ステージ*に沿っ て、 地域の関係機関が連携し 、 切れ目のない

一貫し た支援を提供する体制の構築を図ると と も に、 障害の程度や状態により 、 できる限り

地域の保育、教育等の支援を受けるこ と ができ るよう にするこ と で、全ての児童が共に成長

でき る よう 、 地域社会への参加やイ ン ク ルーシブ教育*システム（ 包摂する 教育制度） を

推進し ます。

さ らに、たんの吸引や経管栄養等の医療的ケアを必要と する子ども（ 以下「 医療的ケア児」

と いう 。 ） が専門的な支援を 円滑に受けるこ と ができ るよう 、 各関連分野が共通の理解に

基づき協働する包括的な支援体制を構築し ます。

（ 6 ） 障害福祉サービス*を担う 人材の確保

将来にわたっ て質の高い障害福祉サービス*等を 安定的に提供し ていく ために、 専門性

を高めるための研修の実施や多職種間の連携の強化、また、処遇や職場環境の改善、Ｉ Ｃ Ｔ

の導入等による事務負担の軽減により 、職場の定着率を 高める など、関係者が協力し て取

り 組んでいきます。

（ 7 ） 障害者の社会参加を支える取組の促進

障害者の地域における 社会参加を 促進する ため、 障害者がスポーツ ・ 文化芸術活動に

触れる 機会の拡充と 参加する 機会の確保を 通じ て、 障害者の個性や能力の発揮及び社会

参加の促進を図り ます。 また、 読書を通じ て文字・ 活字文化の恵沢を享受するため、 視覚

障害者等の読書環境の整備を 引き 続き 計画的に推進する と と も に、 あら ゆる 障害特性に

配慮し た意思疎通支援や支援者の養成等の促進を 図り 、 障害者によ る 情報の取得利用・

意思疎通を推進し ます。
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単位： ％

H 3 1 R2 R3 R4 R5

0 ～ 1 4 歳 1 2 .6 1 2 .4 1 2 .2 1 2 .0 1 1 .7

1 5 ～ 6 4 歳 5 8 .1 5 8 .0 5 7 .8 5 7 .7 5 7 .7

6 5 歳以上 2 9 .3 2 9 .6 3 0 .0 3 0 .4 3 0 .6

出典： 住民基本台帳（ 各年４ 月1 日現在）

0

1 0 0 ,0 0 0

2 0 0 ,0 0 0

3 0 0 ,0 0 0

4 0 0 ,0 0 0

5 0 0 ,0 0 0

3 7 6 ,0 8 0

1 1 0 ,1 9 1

2 1 8 ,6 0 1

4 7 ,2 8 8

H 3 1

3 7 3 ,9 7 1

1 1 0 ,8 1 2

2 1 6 ,9 0 2

4 6 ,2 5 7

R2

R2

出典： 住民基本台帳（ 各年４ 月1 日現在）

R3 R4 R5R1

2 .3 4 2 .3 2 2 .2 9 2 .2 6 2 .2 4

0 -1 4 歳

3 7 2 ,0 8 0

1 1 1 ,7 0 5

2 1 5 ,0 7 9

4 5 ,2 9 6

R3

3 6 9 ,6 5 2

1 1 2 ,2 8 2

2 1 3 ,1 5 1

4 4 ,2 1 9

R4

3 6 6 ，5 9 1

1 1 2 ,0 7 2

2 1 1 ,5 0 9

4 3 ,0 1 0

R5

0

5 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

1 5 0 ,0 0 0

2 0 0 ,0 0 0

2 5 0 ,0 0 0

0 .0

0 .5

1 .0

1 .5

2 .0

2 .5

3 .0

1 5 -6 4 歳 6 5 歳以上

一般世帯数 1 世帯あたり 人員

1 6 0 ,6 2 5 1 6 1 ,4 7 2 1 6 2 ,5 9 9 1 6 3 ,2 2 8 1 6 3 ,9 2 8

0

1 0 0 ,0 0 0

2 0 0 ,0 0 0

3 0 0 ,0 0 0

4 0 0 ,0 0 0

5 0 0 ,0 0 0

3 7 6 ,0 8 0

1 1 0 ,1 9 1

2 1 8 ,6 0 1

4 7 ,2 8 8

H 3 1

3 7 3 ,9 7 1

1 1 0 ,8 1 2

2 1 6 ,9 0 2

4 6 ,2 5 7

R2

R2

出典： 住民基本台帳（ 各年４ 月1 日現在）

R3 R4 R5R1

2 .3 4 2 .3 2 2 .2 9 2 .2 6 2 .2 4

0 -1 4 歳

3 7 2 ,0 8 0

1 1 1 ,7 0 5

2 1 5 ,0 7 9

4 5 ,2 9 6

R3

3 6 9 ,6 5 2

1 1 2 ,2 8 2

2 1 3 ,1 5 1

4 4 ,2 1 9

R4

3 6 6 ，5 9 1

1 1 2 ,0 7 2

2 1 1 ,5 0 9

4 3 ,0 1 0

R5

0

5 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

1 5 0 ,0 0 0

2 0 0 ,0 0 0

2 5 0 ,0 0 0

0 .0

0 .5

1 .0

1 .5

2 .0

2 .5

3 .0

1 5 -6 4 歳 6 5 歳以上

一般世帯数 1 世帯あたり 人員

1 6 0 ,6 2 5 1 6 1 ,4 7 2 1 6 2 ,5 9 9 1 6 3 ,2 2 8 1 6 3 ,9 2 8

　 　  障害のある人の状況

（ 1 ） 長野市の人口・ 世帯の推移

本市の人口は、 減少傾向にあり 、 平成3 1 年から ４ 年間で9 ,4 8 9 人（ 2 .5 ％） 減少し 、 令

和５ 年４ 月１ 日現在で3 6 6 ,5 9 1 人と なっ ています。 年齢３ 区分別の人口を みると 、 6 5 歳

以上の老年人口が増加し 、 全体に占める割合（ 高齢化率） も 上昇し ています。

■年齢３ 区分別人口の推移

単位： 人　

■年齢３ 区分別人口の構成比

本市の世帯数は、 増加傾向にあり 、 令和５ 年４ 月１ 日現在で1 6 3 ,9 2 8 世帯と なっ ていま

す。 １ 世帯あたり 人員が減少し てき ており 、 核家族化、 単身世帯の増加がう かがえます。

■一般世帯数及び１ 世帯あたり 人員の推移
単位： 人　

３
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平成 3 0 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度

視覚
障害児 7 8 7 7 8

障害者 8 3 2 8 4 6 8 3 7 8 3 0 8 3 5

聴覚
障害児 4 3 4 1 4 7 4 4 4 2

障害者 1 ,1 2 0 1 ,0 7 6 1 ,0 4 5 1 ,0 5 4 1 ,0 5 1

音声・ 言語・

そし ゃ く

障害児 2 1 1 2 3

障害者 1 6 0 1 5 8 1 5 5 1 5 3 1 6 2

上肢障害
障害児 4 3 3 6 3 2 3 2 2 7

障害者 2 ,3 2 2 2 ,2 8 7 2 ,2 3 6 2 ,2 1 1 2 ,1 8 6

下肢障害
障害児 1 0 8 9 1 0 1 0

障害者 4 ,3 7 6 4 ,2 1 8 4 ,0 6 6 3 ,9 0 7 3 ,7 5 1

体幹
障害児 8 6 9 6 8 8 8 6 7 5

障害者 1 ,6 2 6 1 ,5 6 3 1 ,4 9 3 1 ,4 3 7 1 ,3 9 0

内部障害
障害児 4 8 4 4 4 3 4 2 4 8

障害者 4 ,8 1 7 4 ,7 9 6 4 ,8 1 5 4 ,8 5 7 4 ,8 5 1

障害児 2 3 9 2 3 4 2 2 7 2 2 3 2 1 3

障害者 1 5 ,2 5 3 1 4 ,9 4 4 1 4 ,6 4 7 1 4 ,4 4 9 1 4 ,2 2 6

計 1 5 ,4 9 2 1 5 ,1 7 8 1 4 ,8 7 4 1 4 ,6 7 2 1 4 ,4 3 9

平成3 0 年度 令和元年度 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度

1 5 ,4 9 2 1 5 ,1 7 8 1 4 ,8 7 4 1 4 ,6 7 2 1 4 ,4 3 9

障害児 障害者

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000
14,000
16,000
18,000

2 3 92 3 9 2 3 42 3 4 2 2 72 2 7 2 2 32 2 3 2 1 32 1 3

1 5 ,2 5 3 1 4 ,9 4 4 1 4 ,6 4 7 1 4 ,4 4 9 1 4 ,2 2 6

（ 2 ） 障害者手帳所持者・ 障害児*等の状況

① 身体障害者手帳所持者数の推移

身体障害者手帳所持者数は、障害者、障害児と もに減少傾向にあり 、令和４ 年度末現在で、

障害者が14 ,226人、 障害児が213人、 計14 ,439人と なっ ています。

障害種別ごと にみると 、 障害者では、 内部障害及び下肢障害の人数が多く 、 障害児では、

体幹機能障害の人数が多く なっています。

等級別にみると 、 障害者、 障害児と も に１ 級の人数が最も 多く なっ ています。 障害児では

１ 級、２ 級で全体の６ 割以上を占めています。

■身体障害者手帳所持者数の推移　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 単位： 人　

出典： 障害福祉課（ 各年度末現在）　

■障害種別_ 身体障害者手帳所持者数の推移　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 単位： 人

出典： 障害福祉課（ 各年度末現在）　
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平成 3 0 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度

１ 級
障害児 8 2 8 3 8 3 8 4 8 3

障害者 4 ,3 0 6 4 ,1 9 5 4 ,1 3 7 4 ,1 3 6 4 ,1 2 0

２ 級
障害児 6 6 6 5 6 2 5 7 4 6

障害者 1 ,7 6 1 1 ,7 3 7 1 ,7 0 4 1 ,6 7 2 1 ,6 2 5

３ 級
障害児 4 7 4 5 4 2 4 1 4 5

障害者 3 ,3 9 6 3 ,3 5 3 3 ,2 4 9 3 ,1 5 9 3 ,1 2 2

４ 級
障害児 2 6 2 3 2 5 2 7 2 5

障害者 3 ,8 1 0 3 ,7 0 3 3 ,6 2 4 3 ,5 6 1 3 ,4 4 9

５ 級
障害児 7 1 0 5 5 6

障害者 1 ,0 9 8 1 ,0 8 5 1 ,0 7 6 1 ,0 5 9 1 ,0 5 6

６ 級
障害児 1 1 8 1 0 9 8

障害者 8 8 2 8 7 1 8 5 7 8 6 2 8 5 4

障害児 2 3 9 2 3 4 2 2 7 2 2 3 2 1 3

障害者 1 5 ,2 5 3 1 4 ,9 4 4 1 4 ,6 4 7 1 4 ,4 4 9 1 4 ,2 2 6

計 1 5 ,4 9 2 1 5 ,1 7 8 1 4 ,8 7 4 1 4 ,6 7 2 1 4 ,4 3 9

■等級別_ 身体障害者手帳所持者数の推移　  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 単位： 人

出典： 障害福祉課（ 各年度末現在）　
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平成 3 0 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度

A １
障害児 1 8 1 1 7 7 1 6 4 1 6 9 1 7 4

障害者 8 8 0 8 8 8 9 1 3 9 0 0 9 1 4

A ２
障害児 9 8 7 8 6

障害者 4 7 4 8 4 9 4 8 5 1

B １
障害児 1 4 1 1 3 0 1 2 0 1 2 7 1 4 4

障害者 8 7 6 8 8 4 8 9 4 8 9 0 9 0 0

B ２
障害児 3 8 7 3 9 7 4 1 2 3 9 2 3 9 8

障害者 8 7 3 9 3 6 9 7 0 1 ,0 2 9 1 ,0 8 2

障害児 7 1 8 7 1 2 7 0 3 6 9 6 7 2 2

障害者 2 ,6 7 6 2 ,7 5 6 2 ,8 2 6 2 ,8 6 7 2 ,9 4 7

計 3 ,3 9 4 3 ,4 6 8 3 ,5 2 9 3 ,5 6 3 3 ,6 6 9

平成3 0 年度 令和元年度 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度

障害児 障害者

0

5 0 0

1 ,0 0 0

1 ,5 0 0

2 ,0 0 0

2 ,5 0 0

3 ,0 0 0

3 ,5 0 0

4 ,0 0 0

3 ,3 9 4 3 ,4 6 8 3 ,5 2 9 3 ,5 6 3 3 ,6 6 9

2 ,6 7 6 2 ,7 5 6 2 ,8 2 6 2 ,8 6 7 2 ,9 4 7

7 1 8 7 1 2 7 0 3 6 9 6 7 2 2

② 療育手帳*所持者（ 知的障害者） の推移

療育手帳*所持者は、 平成2 9 年度まで減少傾向にあり まし たが、 その後、 増加し 、 令和

４ 年度末で、 障害者が2 ,9 4 7 人、 障害児が7 2 2 人、 計3 ,6 6 9 人と なっ ています。

程度別にみると 、 障害者、 障害児と も にＢ ２ の人数が増加し ています。

■療育手帳所持者数の推移　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 単位： 人　

出典： 障害福祉課（ 各年度末現在）　

■等級別_ 療育手帳所持者数の推移　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 単位： 人　

出典： 障害福祉課（ 各年度末現在）　
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平成 3 0 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度

１ 級
障害児 3 6 5 0 5 2 5 6 5 5

障害者 1 ,7 3 3 1 ,8 9 8 2 ,0 0 1 2 ,1 9 3 2 ,3 8 3

２ 級
障害児 5 1 6 8 7 4 1 0 0 1 1 6

障害者 1 ,5 9 9 1 ,7 6 1 1 ,8 4 8 1 ,9 8 3 2 ,0 9 9

３ 級
障害児 2 1 2 2 1 8 1 5 2 0

障害者 2 3 5 2 5 2 2 5 2 2 6 3 2 7 5

障害児 1 0 8 1 4 0 1 4 4 1 7 1 1 9 1

障害者 3 ,5 6 7 3 ,9 1 1 4 ,1 0 1 4 ,4 3 9 4 ,7 5 7

計 3 ,6 7 5 4 ,0 5 1 4 ,2 4 5 4 ,6 1 0 4 ,9 4 8

0

1 ,0 0 0

2 ,0 0 0

3 ,0 0 0

4 ,0 0 0

5 ,0 0 0

6 ,0 0 0

平成3 0 年度 令和元年度 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度

障害児 障害者

1 0 81 0 8

3 ,5 6 7

3 ,6 7 5

1 4 01 4 0

3 ,9 1 1

4 ,0 5 1

1 4 41 4 4

4 ,1 0 1

4 ,2 4 5

1 7 11 7 1

4 ,4 3 9

4 ,6 1 0

1 9 11 9 1

4 ,7 5 7

4 ,9 4 8

③ 精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移

精神障害者保健福祉手帳所持者は、 増加傾向にあり 、 平成3 0 年度末から ４ 年間で

1 ,2 7 3 人（ 3 4 .6 ％） 増加し 、 令和４ 年度末現在で、 障害者、 障害児合わせて4 ,9 4 8 人と

なっ ています。

等級別にみると 、 障害者では１ 級、 障害児では２ 級が最も 多く なっています。

■精神障害者手帳所持者数の推移　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 単位： 人　

出典： 障害福祉課（ 各年度末現在）　

■等級別_ 精神障害者手帳所持者数の推移　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   　 単位： 人　

出典： 障害福祉課（ 各年度末現在）　
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7 ,3 1 9

平成3 0 年度

7 ,7 7 6

令和元年度

8 ,4 7 8

令和２ 年度

8 ,4 5 2

令和３ 年度

8 ,6 9 0

令和４ 年度

小児慢性特定疾患医療 特定疾患医療

0

2 ,0 0 0

4 ,0 0 0

6 ,0 0 0

8 ,0 0 0

1 0 ,0 0 0

0

5 0 0

1 ,0 0 0

1 ,5 0 0

2 ,0 0 0

2 ,5 0 0

3 ,0 0 0

3 ,5 0 0

2 ,5 9 5

3 9 9

2 ,6 2 4

3 6 7

2 ,8 6 3

3 5 2

2 ,7 9 8

3 5 2

2 ,8 5 1

3 4 4

平成3 0 年度 令和元年度 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度

7 ,3 1 9

平成3 0 年度

7 ,7 7 6

令和元年度

8 ,4 7 8

令和２ 年度

8 ,4 5 2

令和３ 年度

8 ,6 9 0

令和４ 年度

小児慢性特定疾患医療 特定疾患医療

0

2 ,0 0 0

4 ,0 0 0

6 ,0 0 0

8 ,0 0 0

1 0 ,0 0 0

0

5 0 0

1 ,0 0 0

1 ,5 0 0

2 ,0 0 0

2 ,5 0 0

3 ,0 0 0

3 ,5 0 0

2 ,5 9 5

3 9 9

2 ,6 2 4

3 6 7

2 ,8 6 3

3 5 2

2 ,7 9 8

3 5 2

2 ,8 5 1

3 4 4

平成3 0 年度 令和元年度 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度

自立支援医療（ 精神医療） 受給者数も 増加し てき ていて、 令和３ 年度には一旦減少し ま

し たが、 平成30 年度から 令和４ 年度までの４ 年間で1,371人（ 18 .7％） 増加し ています。

■自立支援医療（ 精神通院） 受給者数の推移　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 単位： 人　

出典： 障害福祉課（ 各年度末現在）　

④ 特定疾患医療等受給者

特定疾患医療受給者は、 平成3 0 年度以降増加し てき ていて、 令和３ 年度には一旦減少

し まし たが、 令和４ 年度末現在で2 ,8 5 1 人と なっ ています。

小児慢性特定疾病医療受給者は、 平成3 0 年度以降減少し てき ていて、 令和４ 年度末現

在で3 4 4 人と なっ ています。

■特定疾患医療及び小児慢性特定疾患医療受給者数の推移　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 単位： 人　

出典： 障害福祉課（ 各年度末現在）　
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平成 3 0 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度

学習障害
小学校 3 6 4 2 2 8 2 7 3 5

中学校 3 2 3 9 3 7 3 6 3 3

注意欠陥多動性障害

（ AD H D ）

小学校 1 5 1 1 5 3 1 3 5 1 2 6 1 1 3

中学校 1 2 3 1 1 9 9 0 8 3 9 4

自閉症スペク ト ラ ム障害

（ ASD ）

小学校 4 5 2 4 7 2 4 3 0 4 4 2 4 3 5

中学校 2 3 9 2 5 6 2 3 8 2 4 1 2 4 6

その他（ 反抗挑戦性障害

（ O D D ） など）

小学校 0 2 1 6 1 1 3 4 1 5 3

中学校 2 2 1 0 8 1 3 2 1 4 6

小学校計 6 3 9 6 6 9 7 5 4 7 2 9 7 3 6

中学校計 3 9 6 4 1 6 4 7 3 4 9 2 5 1 9

合　 計 1 ,0 3 5 1 ,0 8 5 1 ,2 2 7 1 ,2 2 1 1 ,2 5 5

対全体比（ 全児童生徒と 比較） 3 .6 1 % 3 .8 5 % 4 .4 5 % 4 .4 9 % 4 .7 1 %

性　 別 手　 帳 内　 容

年齢区分 計 男 女

身
体
障
害
者
手
帳

療
育
手
帳

気
管
切
開

人
工
呼
吸
装
着

胃
ろ
う

経
管
栄
養

吸
引

導
尿
・
尿
道
カ
テ
ー
テ
ル

在
宅
酸
素

ス
ト
マ
管
理

透
析

そ
の
他

０ ～５ 歳 8 4 4 7 7 0 0 3 4 0 0 1 0 0 0

６ ～ 1 1 歳 2 4 1 0 1 4 2 3 1 4 1 0 6 1 0 6 1 2 4 9 1 1 1

1 2 ～ 1 4 歳 7 1 6 7 4 1 0 2 0 5 2 1 0 0 0

1 5 ～ 1 7 歳 9 7 2 9 9 3 2 4 0 7 1 4 0 0 0

計 4 8 2 2 2 6 4 6 3 4 1 4 8 1 9 1 0 2 4 7 1 5 1 1 1

⑤ 医療的ケア児数

医療的ケア児の数は、 平成3 1 年４ 月現在で4 8 人と なっ ています。 また、 医療的ケアの

内容別にみると 、 吸引が2 4 人で最も 多く なっ ています。

■市内医療的ケア児数（ 平成3 1 年４ 月１ 日現在） 　 　 　 　 　 　 　 　   　 　 　 　 　 　 　 　 　 単位： 人　

長野県「 医療的ケア児等実態調査（ 令和元年６ 月実施）」　

⑥ 発達障害*

市内公立小中義務教育学校（ 国立私立を除く ） に通う 発達障害を持つ児童生徒数は増加

傾向にあり 、 令和４ 年度で、 小学生が73 6 人、 中学生が519 人、 計1 ,255 人、 全児童生徒数

に対する割合が4 .71％と なっ ています。

特に、 自閉症スペク ト ラ ム障害（ ASD ） *が多く 、 小学生で全体の約６ 割、 中学生で

全体の約５ 割を占めています。

■発達障害児数の推移　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 単位： 人　

…

　 　 ※「 複数の発達障害」 がある児童・ 生徒数は、 令和２ 年度以降「 その他」 に計上。

出典： 障害福祉課（ 各年度末現在）　 　 　 　 　
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平成 3 0 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度

知的障害
小学校 1 4 9 1 6 6 1 8 0 1 8 4 2 0 6

中学校 7 2 6 9 6 6 7 6 8 2

肢体不自由
小学校 6 6 6 6 5

中学校 0 0 0 0 1

病弱・ 身体虚弱
小学校 0 0 0 0 0

中学校 0 0 0 0 0

弱　 視
小学校 0 0 0 0 0

中学校 0 0 0 0 0

難　 聴
小学校 2 3 3 5 3

中学校 4 3 2 0 2

言語障害
小学校 0 0 0 0 0

中学校 0 0 0 0 0

自閉症・ 情緒障害
小学校 3 9 3 4 4 3 4 9 6 4 7 9 4 9 0

中学校 2 7 4 2 7 8 3 1 4 3 5 6 3 9 1

総　 数
小学校 5 5 0 6 1 8 6 8 5 6 7 4 7 0 4

中学校 3 5 0 3 5 0 3 8 2 4 3 2 4 7 6

平成 3 0 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度

幼稚部
9 1 2 1 3 1 2 1 0

長野市在住障害児 6 4 6 7 4

小学部
1 9 9 2 0 8 2 0 2 2 0 5 2 1 6

長野市在住障害児 1 3 4 1 3 9 1 3 9 1 4 3 1 5 2

中学部
1 3 6 1 5 7 1 7 0 1 9 3 1 9 1

長野市在住障害児 8 7 1 0 3 1 1 5 1 3 1 1 3 0

高等部
3 2 0 3 1 7 3 1 5 3 0 1 3 1 6

長野市在住障害児 1 9 7 1 9 2 1 8 6 1 7 7 1 9 1

⑦ 特別支援学級*・ 特別支援学校*在籍児童生徒数の推移

本市の特別支援学級*の在籍児童生徒数は、 令和４ 年度現在で、 小学生が7 0 4 人、 中学

生が4 7 6 人、 計1 ,1 8 0 人と なっ ています。 平成3 0 年度から ４ 年間で2 8 0 人（ 3 1 .1 ％） 増

加し ており 、 特に小学生で大き く 増加し ています。

障害別にみると 、 自閉症*・ 情緒障害が全体の７ 割以上を占めています。

市内の特別支援学校*に通う 市内在住の児童生徒数は、 令和４ 年度で、 幼稚部が４ 人、

小学部が1 5 2 人、 中等部が1 3 0 人、 高等部が1 9 1 人と なっ ています。

■特別支援学級在籍児童生徒数の推移　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 単位： 人　

…

出典： 長野市教育委員会学校教育課　

■特別支援学校児童生徒数の推移（ 長野市内５ 校及び稲荷山養護学校） 　 　 　 　 　 　 　 　 単位： 人　

…

出典： 長野県教育要覧　 信州大学教育学部附属特別支援学校　
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区分なし 区分1 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６

支給件数 給付費

0

5 0 0

1 ,0 0 0

1 ,5 0 0

2 ,0 0 0

2 ,5 0 0

3 ,0 0 0

3 ,5 0 0

平成3 0 年度

2 ,9 7 8

3 6 5

2 8 6

2 7 9

4 5 9

5 9 4

1 2 01 2 0

8 5 7

3 ,0 6 8

3 6 7

3 0 1

2 9 7

4 9 1

6 0 2

1 1 11 1 1

8 9 9

3 ,1 5 1

3 8 8

3 0 6

3 0 1

4 9 7

6 2 5

1 0 11 0 1

9 3 3

3 ,2 6 3

3 9 7

2 9 5

3 0 9

5 0 1

6 2 3

9 29 2

1 ,0 4 6

3 ,3 5 5

4 0 0

3 1 6

3 1 6

5 1 9

6 5 3

9 69 6

1 ,0 5 5

令和元年度 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度

平成3 0 年度 令和元年度 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度
0

2 ,0 0 0

4 ,0 0 0

6 ,0 0 0

8 ,0 0 0

1 0 ,0 0 0

0

2 ,0 0 0 ,0 0 0

4 ,0 0 0 ,0 0 0

6 ,0 0 0 ,0 0 0

8 ,0 0 0 ,0 0 0

1 0 ,0 0 0 ,0 0 0

7 ,2 5 4 ,8 1 5

6 ,2 6 9

7 ,6 9 1 ,2 8 7

6 ,5 8 9

8 ,1 6 9 ,4 9 2

6 ,9 0 5

8 ,7 1 8 ,6 1 9

6 ,8 5 4

9 ,1 6 9 ,8 5 5
（ 千円）（ 件）

7 ,5 1 2

区分なし 区分1 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６

支給件数 給付費

0

5 0 0

1 ,0 0 0

1 ,5 0 0

2 ,0 0 0

2 ,5 0 0

3 ,0 0 0

3 ,5 0 0

平成3 0 年度

2 ,9 7 8

3 6 5

2 8 6

2 7 9

4 5 9

5 9 4

1 2 01 2 0

8 5 7

3 ,0 6 8

3 6 7

3 0 1

2 9 7

4 9 1

6 0 2

1 1 1

8 9 9

3 ,1 5 1

3 8 8

3 0 6

3 0 1

4 9 7

6 2 5

1 0 11 0 1

9 3 3

3 ,2 6 3

3 9 7

2 9 5

3 0 9

5 0 1

6 2 3

9 29 2

1 ,0 4 6

3 ,3 5 5

4 0 0

3 1 6

3 1 6

5 1 9

6 5 3

9 69 6

1 ,0 5 5

令和元年度 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度

平成3 0 年度 令和元年度 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度
0

2 ,0 0 0

4 ,0 0 0

6 ,0 0 0

8 ,0 0 0

1 0 ,0 0 0

0

2 ,0 0 0 ,0 0 0

4 ,0 0 0 ,0 0 0

6 ,0 0 0 ,0 0 0

8 ,0 0 0 ,0 0 0

1 0 ,0 0 0 ,0 0 0

7 ,2 5 4 ,8 1 5

6 ,2 6 9

7 ,6 9 1 ,2 8 7

6 ,5 8 9

8 ,1 6 9 ,4 9 2

6 ,9 0 5

8 ,7 1 8 ,6 1 9

6 ,8 5 4

9 ,1 6 9 ,8 5 5
（ 千円）（ 件）

7 ,5 1 2

（ 3 ） 障害福祉サービス*等の利用状況

① 障害支援区分別サービス利用者数の推移

本市の障害福祉サービス*利用者数は、 増加し てきていて、 令和４ 年度現在で、 3 ,3 5 5 人

と なっ ています。 障害支援区分別にみると 、 区分なし が1,0 5 5 人で最も 多く 、 全体の約3 割

を占めています。

■障害支援区分別_ 認定者数の推移

出典： 障害福祉課　

② 障害福祉サービス支給件数及び給付費の推移

障害福祉サービ ス *の支給件数は年々増加し 、 平成3 0 年度から ４ 年間で 1 , 2 4 3 件

（ 19 .8％） 増加し ており 、 令和４ 年度で7 ,512 件と なっ ています。

給付費も ４ 年間で19 億１ 千５ 百万円（ 26 .4 ％） 増加し ており 、 令和４ 年度で約91億円と

なっ ています。

■障害福祉サービ ス利用件数及び給付費の推移

出典： 障害福祉課　
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　 　  サービス等の利用ニーズ及び事業展開の意向

①　 調査対象 ：  障害福祉サービスを利用する障害者及び障害児（ と も に家族回答可）

　 　 　 　 　 　 　   障害福祉サービス事業所運営法人・ 団体

②　 調査期間 ：  障害者及び障害児

　 　 　 　 　 　 　   令和５ 年８ 月2 8 日（ 月） ～ 令和５ 年９ 月1 2 日（ 火）

　 　 　 　 　 　 　   障害福祉サービス事業所運営法人・ 団体

　 　 　 　 　 　 　   令和５ 年８ 月2 8 日（ 月） ～ 令和５ 年９ 月８ 日（ 金）

③　 調査方法 ：  障害者及び障害児 …………… アンケート 用紙の回収

　 　 　 　 　 　 　   障害福祉サービス事業者 …… 電子メ ールにより アンケート 回答

区　 　 　 分 発送数（ 票）
有効回収数

（ 票）
回収率（ ％）

障 害 者 及 び 障 害 児 1 ,2 0 0 6 2 0 5 1 .7

障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 1 1 7 6 3 5 3 .8

（ 1 ） 障害者*の利用ニーズ

① 今後、 利用し たいサービス

障害者等に対する アン ケート で、 「 こ れから 利用し たいサービ ス」 についての問いに

対し 、「 同行援護・ 行動援護」 及び「 短期入所（ ショ ート ステイ ） 」 並びに「 共同生活援助

（ グループホーム） 」 等と 回答し た人の割合が高く なっ ています。

サービ ス種類 回答数 回答割合

同行援護・ 行動援護 9 5 1 5 .3 ％

短期入所 6 4 1 0 .3 %

共同生活援助 6 4 1 0 .3 %

就労定着支援 4 8 7 .7 ％

就労継続支援 4 4 7 .1 ％

自立訓練 3 8 6 .1 ％

施設入所支援 3 4 5 .5 ％

就労移行支援 3 0 4 .8 ％

居宅介護　 重度訪問介護 2 4 3 .9 ％

療養介護 1 9 3 .1 ％

生活介護 1 4 2 .3 ％

４
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② 利用し たいが、 利用でき ない、 利用し づら いサービス

障害者等に対するアンケート で、「 利用し たいが、 利用できない、 利用し づら いサービス」

についての問いに対し 、「 同行援護・ 行動援護」 及び「 共同生活援助（ グループホーム） 」

並びに「 短期入所（ ショ ート ステイ） 」 と 回答し た人の割合が高く なっています。

サービ ス種類 回答数 回答割合

同行援護・ 行動援護 5 6 9 .0 ％

共同生活援助 4 1 6 .6 %

短期入所 3 3 5 .3 %

［ 利用できない、 利用し づら い理由（ 主なも のを 抜粋） ］

○空きがない。 施設が少ない。 　  ○送迎をし てほし い。

○利用時間に制約がある。 　 　 　  ○サービスの知識がない。 手続等がわから ない。

○本人が行きたがら ない。   ○慣れた人、 場所以外でのサービスを 受けるこ と が難し い。

（ 2 ） 障害児*の利用ニーズ

① 今後、 利用し たいサービス

障害児やその保護者に対するアンケート で、 「 こ れから 利用し たいサービス」 についての

問いに対し 、「 放課後等デイ サービス」 の回答割合が高いですが、将来を見据えて「 就労継

続支援」 及び「 短期入所（ ショ ート ステイ） 」 並びに「 共同生活援助（ グループホーム） 」

と 回答し た人の割合も 高く なっ ています。

サービ ス種類 回答数 回答割合

就労継続支援 2 1 3 .4 %

放課後等デイ サービ ス 1 8 2 .9 %

短期入所 1 5 2 .4 %

共同生活援助 1 5 2 .4 %

児童発達支援 1 5 2 .4 %

同行援護・ 行動援護 1 2 1 .9 %

自立訓練 1 2 1 .9 %

就労移行支援 1 2 1 .9 %

就労定着支援 8 1 .3 %

保育所等訪問支援 8 1 .3 %

医療型児童発達支援 6 1 .0 %
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サービス名
年　 度

合　 計
令和６ 年度 令和７ 年度 令和８ 年度

居宅介護 0 0 0 0

重度訪問介護 0 0 0 0

同行援護 0 0 0 0

行動援護 0 0 0 0

重度障害者等包括支援 0 0 0 0

生活介護 6 0 0 1 5 7 5

自立訓練（ 機能訓練） 0 0 -2 0 -2 0

自立訓練（ 生活訓練） 1 4 3 0 1 7

就労選択支援 0 6 0 6

就労移行支援 -4 -6 0 -1 0

就労継続支援 A 型 0 0 0 0

就労継続支援 B 型 1 0 5 0 1 5

就労定着支援 0 0 0 0

短期入所（ 福祉型） 1 2 0 3

短期入所（ 医療型） 0 0 0 0

療養介護 0 0 0 0

自立生活援助 0 0 0 0

共同生活援助 3 9 2 3 0 6 2

共同生活援助（ 日中サービス支援型） 0 1 0 0 1 0

施設入所支援 0 0 -5 0 -5 0

計画相談支援 0 0 0 0

地域移行支援 0 0 0 0

地域定着支援 0 0 0 0

児童発達支援センタ ー 0 0 0 0

児童発達支援 0 1 0 0 1 0

医療型児童発達支援 0 0 0 0

放課後等デイ サービス 1 0 1 0 3 0 5 0

保育所等訪問支援 0 0 0 0

障害児相談支援 0 0 0 0

居宅訪問型児童発達支援 0 0 0 0

（ 3 ） 事業所調査から みる今後の事業展開

障害福祉サービス*事業所に対し 、 令和６ 年度から 令和８ 年度までの期間中において、 新

規サービス提供、 事業拡大（ 定員数増加） 、 事業縮小（ 定員数減少） 、 サービス廃止の検討

状況についてアンケート を行っ たと こ ろ、 定員の増減は次の表のと おり と なっ ています。

定員数増加を予定し ている事業は、 主に生活介護、 共同生活介護（ グループホーム） 、

放課後等デイ サービスと なっ ています。

施設入所支援は、 定員数減少を予定し ている事業所があり ます。

■今後３ か年の定員数増減予定
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　 　  前期計画における成果目標の達成状況

（ 1 ） 福祉施設から 地域生活への移行促進

福祉施設から 地域生活への移行促進については、 地域生活移行者の増加と 施設入所者の

削減を目標に掲げています。

こ のう ち 、 地域生活移行者の増加については、 令和元年度末時点の施設入所者数のう

ち、 令和５ 年度末までに地域生活に移行し た人数を 目標値と し ており 、 令和５ 年度までの

目標値と し て、 令和元年度末時点の施設入所者数2 7 6 人のう ち の６ ％にあたる1 7 人を 目

標と し ていまし たが、 実際には4 .3 ％にあたる1 2 人が地域生活に移行するに留まっ ていま

す。 なお、 福祉施設から は、 グループホームや自宅が、 その移行先と なっ ています。

また、 施設入所者の削減については、 令和元年度末時点の施設入所者2 7 6 人のう ち 、

1 .6 ％にあたる５ 人を 削減するこ と を 目標と し ており 、 人数と し ては達成し ていますが、

主な削減理由は他の障害者*や高齢者の施設、 病院への入院、 死亡によると こ ろ と なっ て

います。

地域生活への移行が増えない原因と し て、 施設入所者の地域生活への移行後の受け皿と

なるグループホームが未だ不足し ているこ と や、 自宅やアパート での生活を 支えるための

き めの細かい支援体制づく り が追い付いていないこ と が考えら れ、 地域生活への移行促進

のためには、 障害福祉事業所の基盤整備や、 包括的な支援体制の構築が必要です。

項　 目
令和５ 年度

目　 標

令和４ 年度

実　 績
達成率

年度末時点の施設入所者数 2 7 1 人 2 4 5 人

【 目標①】 地域生活移行者の増加

　 　 　 　 …令和元年度末時点の施設入所者数 2 7 6 人に

　 　 　 　 …対する割合

1 7 人 1 2 人 7 0 .6 ％

６ ％ 4 .3 ％ 7 1 .7 ％

【 目標②】 施設入所者の削減

　 　 　 　 …令和元年度末時点の施設入所者数 2 7 6 人の

　 　 　 　 …う ちの割合

５ 人 3 1 人 6 2 0 ％

1 .6 ％ 1 1 .2 ％ 7 0 0 ％

５
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（ 2 ） 精神障害にも 対応した地域包括ケアシステムの構築

市町村ごと の保健・ 医療・ 福祉・ 介護関係者による協議の場の設置については、 令和５ 年

度の目標と し て、１ 協議体以上の設置を目標と し ていまし たが、 医療分野、 介護関係者と の

連携方法を模索し ており 、 設置に向けて検討を重ねている段階にあり ます。

項　 目
令和５ 年度

目　 標

令和４ 年度

実　 績
達成率

保健・ 医療・ 福祉関係者による協議の場の設置 １ 協議体以上 未設置 0 ％

（ 3 ） 地域生活支援拠点等*の整備

本市では、 相談支援や日中活動サービス、 短期入所等の各サービスを一施設に集約し て

行う 「 多機能拠点整備型」 ではなく 、 地域において、 各サービスを複数の機関で役割分担

し て整備する「 面的整備型」 によ るサービ スの整備を 進めており 、箇所数と し ては令和元

年度時点で、 目標を達成し ています。

し かし ながら 、 相談支援セン タ ーの集約設置によ り 十分に機能し ていない状況が続い

ており 、 地域生活支援拠点等*の５ つの機能毎に現状を 整理し て、 再検討し ていると こ ろ

です。 今後、 基幹相談支援セン タ ー*設置にあわせて、 拠点コ ーディ ネータ ーの配置など

体制整備を図り ます。

※５ つの機能・ ・ ・ ①相　 談　 　 ②体験の機会・ 場　 　 ③緊急時の受入・ 対応　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 ④専門性（ 専門的人材の確保・ 育成)　 　 ⑤地域の体制づく り

項　 目
令和５ 年度

目　 標

令和４ 年度

実　 績
達成率

面的整備型による地域生活拠点等の整備 １ 箇所 １ 箇所 1 0 0 ％
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（ 4 ） 福祉施設から 一般就労への移行促進

福祉施設から 一般就労への移行については、 圏域の障害者就業・ 生活支援事業所、 障害当

事者の方や、 就労に関する機関と 連携し て、 一般就労への移行を図っています。

令和５ 年度の目標と し ては、 福祉施設から 一般就労への移行者数と し て、 令和元年度実績

6 5 人の1.2 8 倍にあたる8 3 人以上を目標値と し ていまし たが、 令和４ 年度時点で6 6 人に留

まっ ていて、 一般就労への移行が目標どおり 進んでいません。 原因と し て、 受入企業が、 ま

だまだ不足し ているこ と や、 企業側と の情報共有、 連携の場が不足し ているこ と が考えら れ

ます。

また、 就労移行支援事業における一般就労への移行者数は、 令和元年度実績の利用者数

4 2 人の1.31倍以上と するこ と を 令和５ 年度の目標値と し ていまし たが、 令和４ 年度時点で

41人に留まっ ています。 原因と し て、 就労移行支援サービス以外の就労継続支援Ａ 型やＢ 型

でも 、 一般就労に必要と なる力を身に着けるこ と ができるこ と や、 就労移行支援サービスの

内容や利用期間にも 課題があること が考えら れます。

こ の他、 就労継続Ａ 型事業については、 令和元年度の一般就労への移行実績の1.33倍以上

の４ 人、 就労継続支援Ｂ 型事業については、 令和元年度の一般就労への移行実績の1.27倍以

上の19人を目標値と し ていまし たが、 令和４ 年度時点でＡ 型が４ 人、Ｂ 型が18 人と ほぼ目標

を達成できています。

就労定着支援事業の利用者について、 就労移行支援事業等を通じ て一般就労に移行し た人

のう ち、７ 割以上の58人が利用すること を目標値と し ていまし たが、 令和４ 年度実績で51人

と 、 移行者数66 人の77％と なっ ていて、 割合と し ては目標を達成できています。

更に、 就労定着率が８ 割以上の就労定着支援事業所数の割合と し て、 全体の７ 割以上と な

ること を令和５ 年度の目標値と し ていまし たが、 令和４ 年度時点で12事業所中、 全体の75％

にあたる９ 事業所が該当し ていて、 目標を達成すること ができています。

項　 目
令和５ 年度

目　 標

令和４ 年度

実　 績
達成率

福祉施設から 一般就労への移行者数

（ 令和元年度実績 6 5 人の 1 .2 8 倍以上）
8 3 人 6 6 人 8 0 ％

就労移行支援事業における一般就労への移行者数 5 5 人 4 1 人 7 5 ％

就労継続支援事業における一般就労への

移行者数

A 型 ４ 人 ４ 人 1 0 0 ％

B 型 1 9 人 1 8 人 9 5 ％

生活介護・ 自立訓練（ 機能訓練 / 生活訓練） から

一般就労への移行者数
５ 人 ３ 人 6 0 ％

就労定着支援事業　 利用者数（ 就労移行支援事業等を

通じ て一般就労に移行し た人の７ 割以上）
5 8 人 5 1 人 8 8 ％

就労定着率８ 割以上の就労定着支援事業所数

（ 全事業所の７ 割以上）

1 0 /1 4 事業所

（ 7 1 ％）

9 /1 2 事業所

（ 7 5 ％）
1 0 6 ％
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（ 5 ） 障害児*支援の提供体制の整備等

市内２ 箇所の児童発達相談支援セン タ ーでは、 発達に不安のある 児童の相談に応じ る

ほか、 発達障害*を 含めた障害について、 平成2 8 年度は１ 人であっ た児童発達相談支援

専門員*を目標どおり ２ 人に増員し て、 対応にあたっ ています。

保育所等訪問支援を利用でき る体制づく り と し て、 令和元年度４ 箇所であっ た保育所等

訪問支援事業所数を５ 箇所に増やすこ と を目標値と し ていまし たが、 令和４ 年度時点では

４ 箇所と なっ ています。

また、 主に重症心身障害児を 支援する 児童発達支援事業所及び放課後等デイ サービ ス

事業所については、 ニーズの増加に応じ て、 令和４ 年度時点では、 目標値の市内５ 箇所を

上回る６ 箇所の事業所がサービスを提供し ています。

更に、 医療的ケアが必要な障害児等に対し て、 関係機関が連携を図るための協議の場と

し て、 平成3 0 年度から は、 体制整備の具体的な取組に向けて、 「 長野圏域障がい児等医療

支援推進会議」 が設置さ れまし た。

目　 標
令和５ 年度

目　 標

令和４ 年度

実　 績
達成率

児童発達支援センタ ーの設置 ２ 箇所 ２ 箇所 1 0 0 ％

児童発達相談支援専門員 * の増員 ２ 人 ２ 人 1 0 0 ％

保育所等訪問支援を実施する主体数 ５ 箇所 ４ 箇所 8 0 ％

主に重症心身障害児を支援する

児童発達支援事業所の設置
５ 箇所 ６ 箇所 1 2 0 ％

主に重症心身障害児を支援する

放課後等デイ サービス事業所の設置
５ 箇所 ６ 箇所 1 2 0 ％

医療的ケア児等に関するコ ーディ ネータ ーの配置人数 ３ 人 ０ 人 ０ ％
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